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はじめに

　わが国の華族制度は，１８６９年（明治２）６月の版籍奉還と同時に公卿と大名

を華族に列したことにはじまり ，帝国議会の開設を前にして ，貴族院の主要な

構成者とするために１８８４年（明治１７）７月７日に華族令を制定し ，新たに維新

の功労者を華族に任命することによっ てひとまず完成された。華族制度は，も

ともと華族層を「皇室の藩屏」とし，形成途上の天皇制国家の階級的基礎を固

めることをねらっ たものであり ，したが って華族は政治的 ・杜会的特権身分と

して位置づけられたものである 。その政治的特権は，帝国憲法の発布と同時に

勅令第１１号で公布された貴族院令によっ て確定されたといっ てよい。貴族院令

は， 皇族および公 ・侯爵からの互選議員３０名（終身），伯爵 ・子爵 ・男爵から

の互選議員１０４名（７年任期）を定めたのである 。このことは，華族層が帝国議

会という国家機関に参画して ，天皇制国家の政治過程を協賛する特権を付与さ

れたことを意味する 。

　華族がその政治的 ・杜会的特権を維持し発揮するためには，彼ら自身の経済
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的基盤か安定していなけれはならない。その基礎は，一応は，秩禄処分の際に

高額の金禄公賃か与えられ，またその公賃を基金として第十五国立銀行が創設

されたことによっ て， 公倹の利子収入と銀行の利潤配当その他の収入で保障さ

れていた。しかし，中小の華族層の場合には，杜会的状況の変化や個人的理由

によっ て， その所有財産の安定性は必ずしも確固たるものではなか った。政府

が１８８６年（明治１９）４月２８日に華族世襲財産法（勅令第３４号）を公布し ，華族所

有の財産を保護しようとしたのはそのためてある 。本稿は，それにもとついて

設定された世襲財産を具体的に明らかにしようとするものである
。

　ところで，華族の財産所有状況や投資活動についての研究は，最近にな って
　　　　　　　　　　　　　　　１）
漸く本格的に手がつけられ始めた。それらの研究は，華族層が日本資本主義の

形成 ・発展の上に果たした経済的役割を知るうえで大変に貴重なものである
。

しかしながら ，これらの論稿は特定の個別の華族の資産形成か，あるいはその

投資活動を解明しようとしたものであり ，華族全体の土地所有や公債所有まで

含めた全財産の所有状況を明らかにしたものではない。もっとも ，全華族の財

産所有状況を明らかにする資料を入手することが困難であるという現況では
，

このことを解明することは不可能てあることはいうまてもない。しかし ，設定

された華族世襲財産を分析することによっ て， ある程度まで推測することは可

能である 。

　華族世襲財産法は，個 々の華族が世襲財産を設定しようとする場合には宮内

大臣に届け出で，宮内大臣はその財産が土地であるときにはそれが所在する府

県庁に対し，また銀行や会杜株については当該銀行や会杜に対して ，ともに

「官報」および特定の新聞に公示することを命じた。だから ，「官報」の記載事

項を仔細に検討することによっ て， 誰か ・何時 ・何を世襲財産として設定した

かをほぽ知ることができる 。「ほぽ」というのは，どのような理由にもとづく

かは推測できないげれども ，かなりの脱漏があるように思われるからである
。

というのは，設定された世襲財産額を各銀行 ・会杜株，田畑，山林，宅地、公

賃ことに累計している「帝室統計書」の数値と比へると ，各項目においてかな

り大きな差異かあるからてある 。この誤差は，恐らく一旦は設定された財産か

　　　　　　　　　　　　　　　　（４５４）
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解除されたとき ，「官報」にその解除公示がなされていないという事情による

ものと思われる 。「官報」ではそのような欠陥がなきにしもあらずといわなけ

れぼならないが，「帝室統計書」は累計額を示しているに過ぎないため，個 々

人の設定状況を知る上では「官報」を利用する以外にはない。私が「官報」に

よっ て世襲財産の設定状況を検討しようとする意図はここにある 。

　世襲財産法か廃止されたのは１９４６年３月１３日てあり ，現実に１９４０年代まて世

襲財産が設定されていたのであるから，世襲財産の全貌を明らかにするために

はこの時点までを取り上げなければならないが，ここでは紙数の関係から明治

期に限 って検討することにする 。

　　１）最近の研究の主なものとしては，松平秀治「明治期尾張徳川家の経済構造」

　　　（杜会経済史学４１巻５号），星野誉夫「日本鉄道と第十五銀行」（武蔵大学論集） ，

　　　千田稔「華族資本の成立 ・展開」（杜会経済史学５２巻１号），同「華族資本として

　　　の侯爵細川家の成立 ・展開」（土地制度史学１１６号），伊牟田敏充「華族資産と投

　　　資行動」（地方金融史研究１８号），後藤靖「日本資本主義彩成期の華族の財産所有

　　　状況」（立命館経済学３４巻６号）などがある 。

１　世襲財産法のねらい

　世襲財産法は，さきにもい ったように１８８６年（明治１９）４月２８日に公布され

た特別法である 。そのねらいは，同法を審議した元老院会議（８６年４月５ ，８ ，

１９，２１日）ての政府委員 ・法制局参事岩崎小次郎の提案理由につくされている 。

彼は，こう述べている 。

　維新以来二十年間 ノ経験 二拠リテ華族 ノ生計 ノ状況ヲ 考察 スル ニ， 年ヲ遂 フ

　テ不良 ノ傾向ヲ生ズルガ如 シ。 是レ其固有財産 ノ保持方ヲ欠クニ 原由ス 。蓋

　シ華族ヲシテ其品位ヲ保チ，其風儀 ヲ乱サザラシメントセバ宜ク其生計 ノ元

　素タル財産ヲ保護スベキナリ 。政府若 シ之ヲ度外視シテ敢テ救護 ノ策 ヲ運ラ

　サズソバ，遂 二立国ノ 基本ヲ危殆 ノ地 二陥ラシメントス 。…… 今日ノ 現状 ヨ

　リ推スモ ，将来却テ其 ノ財産 ノ異動ヲ来サソ 。故 二先ズ出願者 二限リ現有財

（４５５）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）産二 保護 ヲ与工 以テ華族 ノ品位ヲ保持セ！メ■トス 。云 々

　この発言から明らかなように，華族がその財産を失うことは単に一華族が

その品位を失うにとどまらず，華族制度の存在そのものにかかわるものであ

り， 引いては「立国ノ 基本ヲ危殆 ノ地 二陥ラシメ」るものとなるから、その

ような事態を招かないために世襲財産法の制定か必要だというのである 。

　この法案が４月５日に上程されたとき，議官の間では多くの反対意見が出

された。その急先鋒は旧唐津藩士の村田保であ った。彼は，「僅 々五百戸ノ

少数ナル華族 ノ為 メニ 本法ヲ設クルハ実 二偏頗 ノ甚ダシキ者ト言 フ可シ。現

時欧州各国ノ 状態 ヲ察 スル ニ人権ハ日二月二 均一二 赴クニ 我邦ハ之 二反 シ

テ偏頗ナル法律ヲ発スルハ実 二得策 二非サルヘキナリ」といい，廃案論を主

張した。また，神田孝平も華族制度の必要性を前提としながらも ，「自ラー

家ノ財産ヲスラ守ル能ハザル如キ華族ハ国家 ノタメニ 何ノ 効功ヲ為ス有ラン 。

腐敗華族ハ自然 ノ淘汰 二委 ソ， 国家 二功労アル者ヲ挙ゲテ新二華族 二叙ス可

　　　　　　　　　　　　　　　２）
キナリ」と主張して廃案論を唱えた。だが，この廃案論は当日の出席者４８名

のなかの１２名の賛成をえただけで葬られた。廃案説は葬られたとはいえ ，１２

名もの賛成者があ ったことは見逃してはならない。というのは，財産喪失者

はその殆どか公卿華族であ っただけに，そこには武家出身の元老院議官の公

家に対する強烈な対抗意識が存在したことを示しているからである
。

　この廃案論に対して，法制定を強硬に主張したのは中村正直，加藤弘之 ，

津田真道らかつて明六杜同人たちである。中村は，「今日ノ 華族ハ是 レ祖先

ノ勲功 二因テ其 ノ地位ヲ有チ，長ク皇室 ノ藩屏タルモノナリ 。　　然ラハ即

チ今日二 於イテモ華族ヲ 保護 ！テ以テ皇室 ノ藩屏タラ！ムルハ固 ヨリ当然 ノ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
コト」と主張し，この見解か大勢を占めた。中村や加藤，津田の同様な発言

内容は，明六杜同人たちの啓蒙主義の本音を知る上で見逃すことのできない

ものでもある 。

　ともあれ，政府提案は部分的な修正が加えられただけで元老院を通過し ，

全二十七条からなる華族世襲財産法は勅令で公布された。その内容の主なも
　　　　　　　　４）
のは次の諸点である 。

　　　　　　　　　　　　　　　（４５６）
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　（１）世襲財産は，その総額が毎年５００円以上の収益を挙げる財産に限る 。

　（２）設定財産の種類は，（イ）第一類 ＝田畑 ・山林 ・宅地 ・塩田 ・牧場 ・池沼

等，（口）第二類 ＝政府発行の公債 ・証書，政府の保証または監督に属する銀行

・会杜の株券，り家屋 ・庭園 ・図書 ・家宝であるが，りの収益は世襲財産の

収益制限額に加算することは出来ない 。

　（３）負債義務ある財産は世襲財産となすことは出来ない 。

　（４）第二類の財産は宮内大臣の許可を得て第一類の財産と変更できるが ，

第一類を第二類に代替することは出来ない 。

　（５）第二類の財産で元金の支払いを受げたときには，一年以内に他の財産

でその欠損分を補填すること 。

　（６）世襲財産の所有老は，その純収益を低当に負債をすることかてきるか ，

収益の三分の一を超えてはならたい。また，債主も三分の一以上を差押えす

ることは出来ない 。

　（７）世襲財産は債主が差押えて ，これを公売処分に付することはできない 。

但し国税等の不納の場合はその限りではない 。

　（８）世襲財産は設定者が随意に廃止することは出来ない 。

　（９）世襲財産は宮内大臣が管理し ，その設定に際しては第一類および第二

類の公債については所轄の府県庁，株券は当該会杜 ・銀行に命じて官報およ

び特定の新聞に公示さす 。

　ｑ◎世襲財産は家督を相続すべき男子なき場合，或は爵を奪われ又は除族

とな ったときはその効力を失う 。

というものである 。

　世襲財産の最低限額を年収益５００円以上としたのは，この収益であれば

「中等 ノ生活ヲ為スニ 耐ユヘノ」ということと ，これであれは５２７戸の華族の

うち４２３戸が世襲財産を設定できるという理由からであり ，それによっ て天

皇制国家の階級的基礎を構成しようとする政治的配慮によるものであ った 。

　これと同時に着目しておかなければならないのは，設定財産の解除の禁止

（第十六条）と低当の禁止（第十一条）および債主の差押え禁止（第十四条）の

　　　　　　　　　　　　　　　（４５７）
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規定である。解除および質入れの禁止規定は，華族の私的所有権に対する制

限を意味していることは否定できない。しかしながら，この所有権に対する

制限規定は，もともとは華族財産にたいする国家権力による保護を基本的な

目的としたものとみるべきであろう 。債主の差押え禁止規定がそのことを端

的に物語っている 。１８９０年４月２１日に民事訴訟法が公布され，その中には差

押えの禁止物件に関する条項か規定されている 。しかしながら，世襲財産法

のなかに盛られている差押え禁止物件の規定はそこには見出せない。にもか

かわらず，世襲財産法の諸条項は１９４６年に廃止されるまで生き残 っていたの

である 。その意味て，世襲財産法は華族保護の特別法であ ったといわなけれ

ぱならない 。

　世襲財産法のいま一つの特徴は，男子の長子相続を明記している点である 。

この点について法案の審議過程で，議官の伊丹重賢が「若し戸主失除して男

子なきときは世襲財産は之を如何するや」という質問を発したとき ，同じ議

官の柴原和が「華族令には女子を以て戸主と為すの明文あれば，此の女戸主

を以て世襲財産の効力を保有せしめて可ならんと思考せしも ，女戸主には爵

位を賜はず，無爵位の世襲財産を有するを得ざるは固より明白なり」という
　　　　　　　　　　　５）
反論によっ て立ち消えた。ついでながら，この長子相続制は大正から昭和初

年にかけての臨時法制審議会での民法改正審議にさいして問題とな った家産

制度をめくる論議のなかで 、委員長富井政章が「華族世襲財産についても余

程非難があるようであります」といいながらも ，結局はこれに範をとる家産
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）制度を制定すべしという意見が大勢を占めたのである。このことからみても ，

華族世襲財産法はその後の日本の長子相続制を決定つけた重要な法律であ
っ

たということができる 。

　それにしても ，この法律は華族個 々人が宮内大臣に申請するという任意法

であり ，華族全体に対する強制法ではなか った。従 って，華族局の推進運動

にもかかわらず，後でみるように，設定華族数は公家華族で４３１％，武家華

族でも６５．５％であり ，新列に至 っては１Ｏ％台でしかなか った 。

　１）［元老院会議筆記』後期，第二十四巻，参照。なお，千田稔氏のｒ華族資本の

　　　　　　　　　　　　　　　（４５８）
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　成立 ・展開」は明治十年下半期の華族の負廣状況を仔細に分析している 。

２）３）５）　『元老院会議筆記』後期，第二十四巻 。

４）「法令全書」（明治１９年４月２８日）

６）磯野誠一「華族世襲財産法制定と改正の経過」（家永三郎編『明治国家の法と

　思想』所収）参照 。

７）華族局は，各華族に対して明治十九年五月二十七日に「今般華族世襲財産法発

　布相成る者は永遠確乎たる財産維持法なれぱ精 々出願人の多からんことを望む」

　という通達を行い（『華族会館誌』上巻，５８９頁），また「世襲財産親属会議員」

　を定めて設定を促進している（「官報」明治十九年九月十七日号，参照）。

２　世襲財産設定の概況

［１１設定の概況

　では，世襲財産はどのように設定されたのであろうか。１８８６年（明治１９）か

ら１９１２年（明治４５： 大正１年）までの設定状況を，「官報」を素材にして年次毎

に整理すると表１のようにな っている 。なお，個 々人の具体的設定状況につい

ては，ほぽ５年毎にではあるが整理して本稿末尾に総括表として掲げておいた

ので参照していただきたい 。

　ところて ，最初の設定者は華族局長岩倉具定であり ，明治１９年８月１３日に日

本鉄道４００株を，次いで８月１６日に千葉県東葛飾郡豊四季村に所有している宅

地・ 畑地合計３９町３，１１９，さらに８月１７日に第十五銀行２，０００株を設定している 。

この同じ８月１７日に板倉勝観も第十五銀行株８０を設定しており ，この二人によ

って世襲財産設定の端緒が作られたということができる 。これを契機として世

襲財産の設定は進行するが，華族局もしぱしば個 々の華族に対して設定するよ

う働きかけている 。その結果として ，かなり多くの華族が設定した。ここに整

理したのは，第十五銀行株や日本鉄道株を設定していなくても ，他の株やその

他の財産を設定している者も勿論のこと含んでいる 。

　「官報」によっ て整理した数値と対照させるために，参考までに「帝室統計

書」のものを掲げておこう（表２）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４５９）
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表１　世襲財産設定状況　　〈〉は解除数

年次 人 十五銀 日銀 正金 勧　興　鉄道 郵船 其他株 公倹 田畑 山林 宅地

１８８６ ４６ ２６ ，３７９ Ｏ ０
■

３， ３０６ Ｏ ０ １４８ ８２ ０ １０１

１８８７ ５３ ４６ ，２７２ ２１ Ｏ
一

５， ６５２ ３， ８５６ ４５０ ３９０ ２１５ ６ １４

１８８８ ２７ １４ ，５０２ １００ ０
一

４， ３７９ ３００ ０ ２１ １９２ Ｏ １６８

１８８９ １８ １２ ，３４１ ７０ ３０

１
２， ８８８ ０ ８３ ０ ３５７ ２ ３４

１８９０ ２１ ４， １８６ ０ ０
一

３８６ １８０ ４０ １７ ３５５ ０ ７４

■ 一 ■ １ ■ 一 ’
〈３７〉

■ 一
〈１〉

１８９１ １８ ７， ４０３ ３０ ０
一

１， ０２１ ０ ０ ０ ７６５ ０ ２４

■ 一 ‘ ■
〈２６６〉

一 １
〈２２〉 〈８〉

■ 一
１８９２ ４４ ４， １０６ １， １２０ ０

一
６， ６８３ ３１０ １５２ ４１５ ３０９ ５０ １１７

〈２００〉

一 一 一 一 一 一
〈１４〉

一 ■ 一
１９８３ ４６ ３， ９０８ ０ ０

■
１， １４４ ７４１ ７８ ３１ ８０６ １， ６１１ ４６

〈２９２〉

一 一 １
〈７００〉 〈３７６〉 〈２６〉

■ １ 一
〈９〉

１８９４ ４４ １， ６１１ ０ ０
■

３， ６９４ ０
１， ８０５ ４６０ １， ０９０ ２６ ３５

〈５ ，６５８〉

一 ■ ■ 一
〈２１〉

一 一 ■ ‘
〈５〉

１８９５ ３９ ４７ ０ ０
一

５２６ ８４ １００ ２４５ ３７６ １０ ２６８

〈２ ，７８１〉

一 一 ■
〈１８３〉

１
〈１ ，６６５〉

一 一 一 ■
１８９６ ３１ １， １９５ １， ０３０ ３００

一
８５２ ５９０ １３８ ３８３ ２８ Ｏ ７１

〈９８１〉

１ 一 一 一 １
〈１５０〉

一
〈９１２〉

１ ■
延３８６人 １２３ ，３９４ ２， ７０５ ３３０

■
３０ ，４１２ ６， ０６１ ２， ８４６ ２， １３１ ４， ５７５ １， ７０４ ９５２

実２１３人 〈９ ，９１２〉

１ 一 一
〈１ ，３３２〉 〈３９７〉 〈１ ，８６２〉 〈７３〉 ＜９２０〉 〈０ ．５〉 〈１５〉

１８９７ １９０ ９３ ，６８０ １， ０６５ ８２６

１
４２ ，７８３ １， ９５６ １， ５５０ １， ３５０ １００ ４７ ８５

１ 一 １ ■ ■ ■ 一
〈１４５〉 〈１〉

‘ 一
１８９８ ３８ ５， ６６４ ０ ０

‘
４， ０３７ ２００ ３８０ ２１０ ３７２ １ ２１９

〈１ ，Ｏ００〉

Ｉ ’ 一 一 ■
〈１００〉 〈７〉 〈６〉

１ 一
１８９９ ２３ ８９３ ０ ０

一
２４８ １００ ０ ６０ ６３ １６４ ６５

一 一 ■ ■ ’ 一 １
〈１０〉

一 １
〈５〉

１９００ １８ ２， １８４ ４６５ １００

一
４， １３５ Ｏ Ｏ １８５ １２４ Ｏ １３

■ 一 一 一 一
〈８４〉

■
〈４〉 〈１〉

一
〈５〉

１９０１ ２３ ６３０ Ｏ ８０

‘
２， ６００ １， ２００ Ｏ ３７ ６５ １ ７

一
〈２０〉

■ １
〈２８７〉

一
〈２０〉 〈８〉 〈２〉

ｉ 一
１９０２ ３５ ２７３ ０ １９５

一
４， ５０１ ０ ０ ３８２ ２５０ ２６７ ６

〈３０〉

一 ■ １ ‘ １ 一
〈４５〉 〈８１〉

一
〈１０〉

１９０３ ３２ １， ０６４ ３９０ １４０

一
１２ ，８４８ １， ５０３ ０ １６６ ６７ ２ ５

〈１４８〉

一 一 一
〈５００〉

一 一
〈１Ｏ〉 〈２〉

・ 一
１９０４ ３０ １７９ ５７ ０

一
１， １８０ １６０ ０ １３０ ２８ Ｏ ３

〈１００〉

一 ■ ■ 一 一 一
〈１００〉 〈２〉 〈１〉 〈１〉

１９０５ ２３ １， ０４９ Ｏ
２， ６９０ ２４８ 除外 １８９ ２４８ １７２ ４９ ４ ３４

一 一 ■ ■
〈１ ，Ｏ００〉 〈２ ，４４０〉

一
〈５〉 〈３〉

１
１９０６ ８２ ６， ＯＯ１ ３０５ ５０ ０ ７， ０９４ １ｏｏ ７８９ ３０５ ２０２ ６４

〈９８７〉

１ 一 ■
〈１５０〉

■
〈６〉 〈２〉 〈２〉 〈２〉

（４６０）
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１９０７ ２９ ３６０ ０ ０ ４０ ０ ０ １６７ ８２ １０２ ３８

〈５００〉

’ 一 一 ’ 一 一
〈１１〉 ＜９〉 く５〉

１９０８ ２０ １９１ ０ ０ ５０ ３００ Ｏ ３９ ４４４ ２ ３

〈１２２〉

一 一 ’ 一 ■ 一
〈１４〉

’ １
１９０９ ２４ １１６ ３０ １１０ ２， ０００ ５００ ０

１， ０８６ ２６ ０ Ｏ

・ 一 ■ 一 ■ ■ ■
〈１〉

’
〈４〉

１９１０ ５３ １， ０８７ ０ ０ Ｏ ０ ０
１， ２００ １４ ３ ５２

’ ’ 一 ■ 一 ■ ■
〈１８〉 く２〉 〈６〉

１９１１ ４２ ９０ ０ Ｏ ２１０ ５５５ ０ ８９０ ３ ２３８ ３３

一 一 一 一 一 ’ 一
〈１〉

一 一
１９１２ ２３ ０ ５０ ５０ １３０ ０ ０ ８５１ ８ Ｏ ３

一 ■ 一 一 一 一 １
＜１５〉

’ ’

延６８５人 １１３ ，５６１ ５， ０６７ ４， ５２１ ２， ６７８ １９ ，８１８ ５， １２４ ６， ５７５ ２， ７３７ １， ５７９

実２７３人 ＜２ ，８８７〉 〈２０〉 〈２０〉

一
〈１ ，６３１〉 〈４ ，４２４〉 〈１ ，０８２〉 〈１４〉 〈５２〉

（註）（１）単位 ：第十五銀行～その他株は１株，公ｆ責は千円 ，田畑 ・山林は町，宅地は千坪 。

　　（２）１８９６年で一応区切 ったのは，第十五銀行が国立から民営に移行し ，改めて設定が行われたためである 。

　　　これと同時に日本鉄道株も設定変更が行われた 。

　　（３）勧 ・輿銀には北海道拓銀と大阪農工銀を含む 。

　　（４）その他株は東京海上保険 ・北海道炭礪汽船 ・京釜鉄道であるが，東京海上は１９０６年，北炭は１９００年に

　　　除外された。従 って集言十は行 っていない。なお，日本鉄道も１９０６年に除外さる 。

　　（５）公倹についても償還期限が区 々であるため集計は行 っていない 。

　　（６）「官報」（明治１９年～大正１年）各号より作成 。

表２　「帝室統計書」の華族世襲財産設定表

年次　十五銀行　日銀　　正金　　勧銀　　輿銀　　拓銀　　郵船　　田畑　　山林　　宅地　　公債

１８９７　　　　８９ ．５５８　　３ ．７７０　　　　５６０　　　　　一　　　　　一

１９０６　　　１０３ ．５８３　　４ ．９６７　　４ ．３６１　　　　２４８　　　　　－

１９０９　　　１０４ ．０３６　　４ ．９９７　　４ ．５２１　　　　５４８　　２ ．０００

１９１２　　　１０５ ．３１９　　　５ ．０４７　　４ ．５２１　　　　５４８　　２ ，０００

一　　６．２９０　　２ ．３２７　　３ ．０１２　　　　９６７　　２ ，０７９

－　　１４ ．８９２　　２ ．８８２　　４ ．４４９　　１ ．３４２　　２ ，０２２

－　　１０ ．９１７　　２ ．９０３　　５ ．００９　　１ ．３７５　　３ ．７１４

５０　１１ ．１７１　　２ ．９１７　　５ ．２７３　　１ ．４５８　　４ ，２９３

（註）ｒ帝室統計書」（大正３年版）より作成。田畑 ・山林の単位は町。宅地は千坪，宅地が原表で反別で記載さ

　れているものは坪に換算した。なお，大阪府農工銀行８０株の記載があるが省略した 。

　この「帝室統計書」の数値も決して正確なものであるとも考えられたい。と

いうのも ，１８９７年度の第十五銀行株をとっ てみると「官報」では９３，６８０株とな

っており ，この年度には解除公示は見出せないから ，「帝室統計書」の８９，５５８

株という数値は少なすぎるように思われる 。また，同行の１９１２年末についてみ

ると ，「官報」によれば１１０，６７４株（解除株を差引いた数）であり ，「帝室統計書」

では１０５，３１９株とな っている 。このような５，３５５株という誤差は，世襲財産の検

討にとっ ては無視できないものである 。また，田畑と山林の設定反別の開きも

大きい。１８９７年の田畑 ・山林を合わせた総反別は，「官報」公示数が５，５１２町歩

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４６１）
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（解除数を差し引いたもの）とな っており ，「帝室統計書」では５，３３９町歩である

から ，その差は１７３町歩となる 。１９０６年では「官報」の７，３６６町歩に対して「統

計書」は７，２７１町歩とな っており ，ここでも前者が９５町歩多いことになる 。と

ころが，１９１２年には「官報」の数値８，１９６町歩に対して「統計書」は８，１９０町歩

というように，ほぽ等しくな っている 。このようにある年次をとると ，田畑 ・

山林の総設定面積が著しく違っているのは，私の集計か「設定願」の日付げに

よっており ，「統計書」が華族局の認可の日付げを取 っているということによ

るかも知れない。それにしても ，「統計書」と私の集計とでは田畑と山林の設

定面積は著しく違 っている 。それは，私の場合には，「田 ・畑畔 ・山林共」と

表記されている場合には田畑に加えたためである 。例えば，岩倉具定が明治１９

年８月１６日に千葉県東葛飾郡豊四季村の「開墾地芝地宅地畑同計三十九町三反

一畝十九歩」を世襲財産として設定しているが，私はこれを田畑として処理し

た。 また，同年十月に戸田忠友か栃木県河内村に所有していた「田畑宅地合計

反別一町六反一畝十六歩，田山林藪合計四町八畝二十歩」も田畑として計上し

たためである 。こうした事例は極めて多いから，「帝室統計書」の田畑と山林

の処理にも疑問なしとはしないように思われる 。

［２１特徴点の概括　二つの表では，かなりの相違があるが，ともに同じよう

な趨勢を示しているといっ てよかろう 。そこで，表１によりなから ，世襲財産

設定の特徴的な事態について概括的に整理してみよう 。

　（１）設定者の動向　まず設定者についてみると ，第十五銀行と目本鉄道の設

定替えが行われる以前の１８８６年から１８９６年にかけての延べ人員は３８６名であり
，

実人員は２１３名とな っている 。そして設定変更が行われた１８９７年から１９１２年ま

ての延へ人員は４８２名とな っているが，その中での新規の設定者は６０名である 。

従っ て， １８８６年から１９１２年までの延べ人員７６８人 ・実人員２７３名となる 。「帝室

統計書」では１８８７年末で２２４名，１９１２年末で２５７名とな っているから ，「官報」

公示の設定実人員が１６名多いことになる 。

　これらの設定者をそれぞれの出自に応じて ，５年毎に金禄額別に整理すると

次のようになる 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（４６２）
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　　表３　金禄額別の設定状況

７９

１８８６－１８９０ １８９１－１８９６ １８９７－１９０２ １９０３－１９０７ １９０８－１９１２

禄額 人数 公 武 新 計 公 武 新 計 公 武 新 計 公 武 新 計 公 武 新 計

万円 設定 １８ １２０ ６ １４４ ４４ ８９ ９ １４２ ５５ １６７ １７ ２３９ １３ ８９ １０ １１２ １８ １０４ ９ １３１

［新１ ３３ ３０ ５ ６８ １１ ２１ １Ｏ ４９ １ ２ ５ ７ ０ ２ Ｏ ２

～１００ ０／３ Ｏ ３ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ Ｏ ０ ０ ０ ０ ０

～５０ ０／９ ０ ６ ６ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ Ｏ ０ ０

～３０ ０／９ Ｏ ６ ６ ０ ２ ２ Ｏ ０ Ｏ ０ ０ ０ ０ ０ ０

～１０ ０／４５ ０ ２１ ２１ ０ ２ ２ Ｏ ２ ２ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ０

～５
４／５３ ３ ２９ ３２ ０ １１ １１ ０ ２ ２ ０ １ １ Ｏ ０ ０

～３
３／４２ ２ １６ １８ １ ５ ６ ０ ４ ４ Ｏ ０ ０ Ｏ １ １

～２
１２／４１ ２ １６ １８ ４ ４ ８ ３ ６ ９ Ｏ ０ Ｏ ０ ０ Ｏ

～１
６４／７３ ８ ２３ ３１ １６ ５ ２１ ５ ４ ９ １ １ ２ ０ １ １

～０ ．５ ２２／７ ０ Ｏ Ｏ １２ ０ １２ ３ ２ ５ ０ ０ ０ Ｏ ０ Ｏ

０． ５～ １０／１ ０ ０ ０ ０ ０ Ｏ Ｏ １ １ Ｏ ０ ０ Ｏ ０ ０

不明 ３／３ ３ ２ ５ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ０ ０ ０ ０ Ｏ ０ ０

（註）（１）金禄額と人数（金禄受給者）は細川広世編ｒ日本帝国形成総債」（明治１９年版）による 。

　　（２）公は公卿，武は大名，新は勲功 ＝新列華族の略である 。／の左は公卿，右は大名の設定者数を示す 。

　　（３）設定の上段はそれぞれの年間の設定者数であり ，１８９１年以後の下段（「新」）はそれぞれの年間の新規設

　　定者数である 。

　　（４）金禄額別の設定人員はそれぞれの年間の実人員である 。

　表３から分かるように，１８８６年から１８９０年にかけて１４４名が設定しており
，

それは１９１２年末までの実設定者２７３名の５３％に及んでいる 。それも ，１８８６年に

４６名，８７年に４５名（延べ人数５３名）が新たに設定し，この二年間での実設定者

は９１名とな っている 。これは，１８９０年までの設定者の６３．２％にあたる数値であ

る。１８８６年から１８９０年まての間ての設定者のなかで ，とくに目立っているのは

大名華族の設定者数てあり ，その１２０名という数は１９１２年末まての同族の設定

者総数１８８名の６３．８％にもな っている 。また，いま一つ注目すべきことは，こ

の年間に２０万円以上の高額の金禄受領者２１名のうちの１５名が設定しており ，そ

して１０万円以上層の４５名のうちの２１名（４６．７％）が，５万円以上層で公卿４名

のうちの３名 ・大名５３名のなかの２９名（５４．７％）が設定していることである 。

これらの上層華族の具体的人名と設定財産については，節を改めて論じること

にする 。

　１８９０年といえば，いうまでもなく帝国議会が開会され，華族層が貴族院議員

　　　　　　　　　　　　　　　　（４６３）
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として政治過程の表舞台に登場するに至 った年であり ，この華族層を政治的に

結集しようとしたのが上層華族であ った。上層華族か世襲財産設定に熱心であ

ったのは，そのことと密接な関連をもっているものと考えてよかろう 。

　１８９０年までに設定していなか った池田章政（金禄額４９万円）と池田輝博：仲

博（同４３万円）は１８９１年に，鍋島直大（同６０万円余）も９２年に設定し終えた。こ

うして ，３０万円以上の巨額な金禄公債所有者は，最後まで設定しなかった蜂須

賀戊詔を除いて ，全部か設定したことになる。また，１Ｏ万円以上の大名華族に

４名，５万円以上の大名華族１１名か９６年までに新たな設定者として加わり ，１

万円以上の公卿華族２１名と大名華族１４名，さらに５千円以上の少額所有者であ

る１２名の公卿華族が設定したことによっ て， 大名と公卿華族の世襲財産の設定

はほぽ完了という状況を呈している 。

　１８９７年から１９０２年にかけての急激な増加は，表１でも指摘したように，第十

五銀行の民営化とそれに伴う日本鉄道株の設定替えによるものである。このこ

とは，表１をみても明らかであろう 。しかし，この年間の設定状況のなかで見

落としてはならないことは，表１と表２から分かるように，単なる設定替えに

とどまらず日本銀行 ・正金銀行 ・日本郵船 ・その他の株や公債およぴ田畑 ・山

林の設定額が急速に増加していることである 。また，１９０５年から１９０６年にかけ

ての正金銀行と郵船株の激増と ，１９０６年以後とくに１９０９年以後の勧業銀行と輿

業銀行および公賃の設定額の激増にも目をとめなければならない。これらの新

しい株と公賃（それも後で述べるように新規発行公債）が設定されたということは
，

直接的には日本鉄道や東思海上 ・北海道炭磧汽船株が世襲財産の設定要件から

除外されたため，世襲財産法の規定にしたが って他の財産で補填したければな

らないという事情にもとづいている 。それにしても ，上層華族がその必要性に

応えるだけの財産をすでに所有していたということである 。

　大名華族も公卿華族も５万円以上の金禄公債受給者においては，設定の時期

が早く ，また設定率もかなり高か ったが，それ以下の階層にあ っては絶対数は

ともかくも ，比率の上では著しく低くな っている 。すなわち ，１８８６年から１９１２

年の全期間を通じて公卿華族１１１名のうち４４名 ＝３９．６％が，大名華族１５１名のな

　　　　　　　　　　　　　　　　（４６４）
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かの８９名 ＝５８．９％が設定しているに過ぎない。もっとも ，３万円以上の場合に

は公卿３名のうち２名 ＝６６．６％ ・大名４２名のうち２７名 ：６４ ．３％，また２万円以

上層でも公卿１２名のなかの９名 ：７５％ ・大名４０名のうち２５名 ：６２．５％とな って

おり ，その設定者の比率は高いとい ってよい。だか，２万円未満層以下にあ っ

ては，公卿９６名のうぢの３０名 ＝３１ ．２％が，大名８１名のなかの３５名 ＝４３．２％が設

定しているに過ぎず，その比率は極端に低くな っていることが分かる 。

　設定者を全体として見れは，１９１２年末での公家華族のそれは５９名てあり ，大

名は１８８名であるが，公卿華族１３７戸 ・大名華族２８７戸と対比すると ，公卿の設

定比率は僅かに４３．１％にしか過ぎず，大名華族においても６５．５％ということに

なる 。政府が世襲財産法案を提案したときには，年収益５００円であれば華族戸

数の８０％が設定することが出来るとして計算していたのであるから ，この実際

の設定比率はその予想をはるかに下回 っていたという外はない 。

　（２）設定株　１８９０年までに世襲財産の主要なものがほぼ設定されていること

である 。

　第十五銀行についてみると ，１８９０年までに１０３，６８０株が設定されており ，そ

れは１８９６年までに設定された総数の８４％強にあた っている 。また，日本鉄道株

についても１８９６年の総数のほぽ５５％に上る１６，６１１株が１８９０年までに設定され
，

日本郵船株と宅地の大半もこの年までに設定されている 。さらに，田畑 ・山林

の設定面積１ ，２０９町は１８９６年度の総反別の１９．３％に当た っている 。しかしなが

ら， １８９２年以後になると ，目本郵船株や日本銀行株 ・正金銀行株 ・勧業銀行株

・興業銀行株およびその他の株の設定が激増していることを見落としてはなら

ない。すなわち，目本銀行株は１８９２年と１８９６年の二年で２，１５０株の設定がなさ

れており ，１８９７年から１９１２年の間に２，３６２株が設定されて ，総額５，０６７株とな
っ

ている 。

　ついでながら ，この日本銀行の最大の株主は内蔵頭＝帝室であり ，総株数１５

万株の４６５％にあたる６９，６６０株を所有している 。この皇室所有分を差し引けは

８０，３４０株が民間の所有ということになるが，そのうちの１２．６％ ＝１Ｏ，１２３株を華

族が所有しており ，世襲財産として設定されたのはその中の５０％ということに

　　　　　　　　　　　　　　　　（４６５）
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なる 。その設定者を示すと ，鍋島直大（１，７５０株所有一１ ，５００株設定），前田利嗣

（１ ，ＯＯＯ株一全株設定）酒井忠道（８４０株　全株設定），酒井忠輿（４６５株　全株設定）
，

相馬順胤（３６０株一２１０株設定），鍋島直虎（１８０株全株設定），鍋島直柔（１８０株一

全株設定），毛利元昭（１５０株一１００株設定），久松定護（１０５株一７０株設定），毛利元

徳（５０株一３０株設定），徳川義恕（５０株一全株設定），宗重望（４５株全株設定）が
　　　　　１）
主な者である 。

　郵船株の場合も１８９１年から１８９６年にかけて２，７２５株が ，１８９７年から１９１２年の

間に１３，７９２株か設定されている 。この合計１６，５１７株は日本郵船の総株数４４ ，ＯＯＯ

株の３７．５％強にあた っている 。その主たる設定者は，後に示すことにする 。正

金銀行も１８９６年以後の設定が多数を占めており ，その他の銀行や会杜株の設定

も同じようにより多額にた っていることカミ知られる 。だから ，第十五銀行と日

本鉄道以外は１８９２年以後が圧倒的に多か ったということができる 。１９００年から

１９０１年にかけてと ，１９０５年から１９０６年にかけての日本銀行株 ・正金銀行株 ・郵

船株 ・その他株 ・公債および田畑 ・山林 ・宅地の設定数が激増しているのは ，

北海道炭蹟鉄道株（１９００年）と日本鉄道株および東京海上保険株（ともに１９０６

年）が世襲財産の設定要件から除外され，その欠如額を補填するためであ った 。

このことは，また同時に，株や公債 ・土地でその欠損額を補填するだげの資産

を華族層が所有していたということも見落としてはならないことを示している 。

　第十五銀行および日本鉄道以外の銀行 ・会杜設定された株を金額に換算する

と， １８９７年の１０５万９千円に対して１９００年か２００万円 ，１９０６年か２１２万円 ，１９０９

年が２１２万円 ，１９１２年か２１５万円というように二倍以上に増加している 。この間

にはさきにいっ た北炭の１１万２千円と東夙海上保険の７２万円か世襲財産から除

外されているから，実質の伸び率はより大きかったということができる 。この

増加は，例えば日本郵船株をみれぱ秋元興朝が従来の３１２株に加えて１６０株を ，

黒田長成が１，６００株に加えて６００株を，前田利嗣が新たに４，１ＯＯ株を，戸田氏共
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
が１ ，ＯＯＯ株を増設または新設していることによっ て生じているのである 。この

ことは，他の銀行 ・会杜株についても同様であり ，華族が従来から所有してい

たもの以上に，さらに新たな投資活動によっ てこの急速な増加をもたらしたも

　　　　　　　　　　　　　　　　（４６６）
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のと見て差し支えあるまい。このことについては，後で検討することにする 。

　（３）土地設定の状況　第二に注目すへきことは，田畑 ・山林およぴ宅地の設

定面積が大きいことである 。よく知られているように，領主階級は版籍奉還と

くに廃藩置県によっ て田畑や山林は国家に没収され，殆どとい っていいほどか

つての封建的土地の領有からは切り離された。にもかかわらず，１８９０年には

１，

２０９町歩の田畑と山林が世襲財産として設定されているのである 。それも ，

僅かに２２人によっ てである 。そのなかで際立っているのは，岩倉具定が１８８６年

８月１６日と１０月２２日に千葉県東葛飾郡の約４０町歩と群罵県下に所有する１４町歩

余の田畑 ・山林を設定したのをはじめ，毛利元徳か東夙南葛飾の田畑１１４町余

と山林５町余を，松平忠和は彼の旧領地であ った長崎県南高来郡を中心にして

田畑２２２町余を，松浦詮もまた旧支配下の長崎県北松浦郡の田畑約１７９町を，浅

野長勲が広島県下の６９町余を，松平容大も福島県北会津郡の田畑約９０町歩余を ，

さらに青山忠允が兵庫県多紀郡の田畑２４５町歩余をとい ったところである 。そ

して１８９１年から９５年にかけては５，０４３町歩という広大な田畑 ・山林が４６人によ

って設定されている 。

　こうして ，１８８６年から１８９５年末までに６，２５１町歩の田畑 ・山林が設定された 。

それは，１９１２年末の田畑 ・山林の総設定面積８，２１６町歩（解除面積を差し引く）

の７６％にも及んでいることになる 。

　田畑 ・山林に関しては殆ど無所有者とな ったにもかかわらず，僅か二十年の

間に大土地所有者として現れたことは奇異の感さえ抱かせる。個 々の華族の土

地集積についての具体的な解明は，私自身の今後の課題として残しておくこと

にして ，これまでの研究で明らかにされている肥後の細川家の場合を見れば次

のようにな っている 。細川家は，廃藩置県後からいち早く干拓事業に乗り出し

て， 松方デ フレの時期までに６４２町歩の土地所有者とな っているが，その後

１８８３年（明治１６年）頃から耕地の「巨多之御所有高相増」という状況が進み
，

１９００年には有租地６４０町歩余，無租地５９９町歩，合計１ ，２３９町歩の大土地所有者

　　　　　　　　　　３）
とな ったといわれている 。このことからみても ，華族とりわけ大名華族の土地

集積は松方デ フレの時期に進行したものと見てよかろう 。この土地集積の基盤

　　　　　　　　　　　　　　　　（４６７）
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をなしていたのは，金禄公債の利子と第十五銀行の配当金およぴ銀行 ・会杜株

の配当金であり ，そしてさらに集積した土地からの地代収入であ ったと考えら

れる 。土地の設定は，１８９７年以後もひき続き盛んに行われており ，とくに日本

鉄道と東京海上保険株が除外された直後には５０７町歩もの田畑 ・山林がそれに

代替されている 。

　田畑 ・山林の設定で注目すへきことは，その殆どか旧領地で集積されたもの

であるということである 。華族令が立案される時期の１８８３年から８４年にかげて

華族土着論が盛んに唱えられ，そして立案の中心人物であ った井上毅も ，「華

族ヲシテ質朴之風 二帰ラシメ ，華族 ノ住 ム所土地 ノ潤利ヲナス」というように

その積極面を十分に認識していたか，「廃藩置県 ノ後，封建 ノ余習ヲ脱 ：■ ，未

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）ダ十分 ノ安堵ヲ得ザルノ 時」であるからとしてそれらの意見を退けた。いまや

帝国議会が開設され，天皇制国家が新しい局面に入った時点であるだけに，大

名華族が旧領地での大土地所有者とな ったことは，失われた旧領主の権威の回

復であると同時に，天皇制国家の支配体制を強化する上でも大きな政治的 ・経

済的意味をもっ たというべきであろう 。

　宅地については，廃藩置県によっ ても没収されなか ったために，殆どが旧来

の規模で所有しつづけていた。そのために宅地の設定は多くの華族が行ってお

り， １８９６年までに９３７千坪か設定され，それは１９１２年末の設定実面積１ ，５７９千坪

の６１ ．４％にも及んでいたことになる 。個 々人の設定状況については，総括表を

見ていただきたい 。

　（４）公債の設定　第四に，華族層か公廣の応募にかなり積極的であ ったこと

である 。ところか，仔細に検討してみると ，金禄公債の設定者は意外に少なく ，

１８８６年に４名（堀田正倫９０，ＯＯＯ円 ，松平忠和４５，８２５円 ，九条道孝９，２００円，松平定教

３， １８０円）が設定して以後は，１８９３年の内藤弥三郎（２，ＯＯＯ円），９４年度の黒田長

成（２２８，８００円），本庄寿巨（１０，Ｏ００円），六郷政鑑（１０，Ｏ００円），毛利元徳
（１５０，Ｏ００円）の５名を数えるにしか過ぎない。それ以後も１８９５年１名，９６年１

名であり ，金額もこの２名で３５，０００円とな っている 。だから ，１８８６年から１８９６

年までに設定された金禄公廣額５４万９千円は，設定公賃総額２１３万１千円の

　　　　　　　　　　　　　　　　（４６８）



　　　　　　　　　　華族世襲財産の設定状況について（後藤）　　　　　　　　　８５

２５７％強に過ぎないことになる 。１８９７年には一挙に１４名か１２４万円を設定し
，

この年度の公債設定額１３５万円の９１８％強を占めている 。その主な設定者を挙

げると ，山内豊景３７９千円余，前田利嗣２４９千円余，藤堂高紹２５０千円余，松平

忠和８０千円 ，毛利元功７０千円，秋元興朝６０千円などである 。しかし ，それ以後

になると ，１８９８年１名，９９年１名，１９００年２名，１９０１年１名，１９０２年２名
，

１９０３年１名，１９０４年１名の計９名が２４２千円余を設定しているに留まっ ている 。

金禄公債の設定は，１９０５年の徳川義礼（６万円），池田詮政（６５千円），米田虎雄

（１５千円），前田利定（５千円余）および１９０６年１月の阿部正桓（５万円）で終わ

ってし ・る
。

　このように金禄公債の設定額が設定公債額のなかで占める比率は，１８８６年の

１ＯＯ％ ，１８９４年の８６．７％ ，１８９７年の９１ ．８％ ，１９０５年の８４．３％を除けば，その他

の年度はとるに足りないものであ った。にもかかわらず，公債の設定額は年 々

増加している 。この増加は，いうまでもなく他の公債の設定にもとづいている 。

政府はさまざまな公債発行によっ て財政的危機を切り抜げようとした。華族層

の中には，積極的に公債を取得して世襲財産として設定している 。いま ，その

主なものを挙げると次のようなものがある 。すなわち ，起業公債（１８７８年起債
，

１８９２年償還）の発行額１ ，０７６万円のうちの８０万円 ・・７４％か，金札引換公債（１８８４

年起債，１８９３年償還）の発行額７９３万円のうちの７万円余 ：Ｏ．９％が，海軍公債

（１８８６年起債，１９１０年償還）の発行額１ ，７００万円のうちの４１万円余 ＝２．４％が，軍

事公債（１８９５年起債，１９１０年償還）の発行額５，ＯＯＯ万円のうちの４１万円余 ：Ｏ．８％

がそれであり ，また１８９３年から１９０８年にかけて発行された五分利付公債や国庫

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）債券の総発行額４２，０２２万円のＯ．８％にあたる３３０万円が設定されている 。これら

の公賃の巨額設定者については，次節で検討することにする 。

　（５）無設定者　ついてなから ，高額の金禄公債受給者てあり第十五銀行の株

主でもあ った著名な華族の無設定者を挙げると ，次のような人 々である 。これ

らの華族が何故に世襲財産を設定しなか ったについては，個別にその理由の検

討が必要であり ，このことに関しては私自身の今後の課題として残しておくこ

とにする 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（４６９）



８６ 立命館経済学（第３７巻 ・第４ ・５号）

　　表４　無　設　定　者

氏　　名　　藩名　　金禄額　　十五銀株　　氏　　名　　藩名　　金禄額　　十五銀株

蜂須賀茂詔　徳島　　５０８．９

松平頼寿高松　　３０１ ．９

大村純照大村　　２７５ ．０

毛利元敏豊浦　　２１７
．１

徳川圏順水戸　　１８６ ．Ｏ

２，

９５２　吉川経健岩国　１３８．５

１，

７５１　徳川家達田安　　１２３ ．６

１，

５９５　近衛篤麿公卿　　５９．０

１，

２５９　中御門経之　公卿　　２８．０

１，

０８０　西園寺公望　公卿　　２３ ．７

８０３

７１７

３５６

１６３

１３７

（註）（１）落名と金禄額は前田長然編［華族明創（大正２年版）。 金禄額の単位は千円 。

　　（２）第十五銀行株は［華族酉館史」。 単位は１株 。

　　（３）無設定者は「官報」各号による 。

（１）「日本銀行株主姓名表」（明治３５年７月３１日）および「官報」による
。

（２）ｒ時事新報」（明治３２ ．３ ．２９）。 なお，渋谷隆一編［大正 ・昭和日本全国資産家 ・地主資料集成Ｖ」にも収録さ

れている 。

（３）千田稔ｒ華族資本としての侯爵細川家の成立　展開」（土地制度史学，１１６号）参昭
。

（４）ｒ華族会館史’８４４－４５頁，丁井上毅障，史料編第　」３４５～３５５頁参昭
。

（５）公倹発行額は閉治 ・大正財政史』（第１１巻，国廣編）により ，設定額は「官報」各号より集計 。

３　巨額設定者の状況

　与えられた紙数が尽きたので，これについての詳しい分析は後目に果すこと

にして ，ここでは資料解題程度にとどめることにする 。

　表５は，１９１２年末での設定株数５００以上か，株はそれに達しないが公債とく

に田畑 ・山林 ・宅地の設定面積が大きいものを選ぴだして整理したものである 。

　この表からもわかるように，巨額設定者の殆どが第十五銀行株を設定してお

り， しかもその額か設定株数のなかで最も多い。ここで注目すへきことは，巨

額設定老の多くのものか当初の所有株よりもより多くの株数を設定しているこ

とである 。例えば，阿部正桓，有馬頼万，一条実輝，黒田長成，戸田氏友，徳

川義礼，南部利恭，前田利嗣，松浦詮，松平康民らがそうであり ，しかも彼ら

はすでに１８８６年から１８９０年の間に当初の所有株を越える株数を設定している 。

また，青山忠允，浅野長勲，池田章政，大久保忠一 酒井忠道，榊原政敬，藤

堂高潔，鍋島直柔らも最終的には当初の所有株をはるかに上回る株数を設定し ，

岩倉具定に至 っては当初のものを２，ＯＯＯ株以上も上回るものを設定している 。

逆に，池田仲博は再設定期の１８９７年には当初株より１，０２２株も少ない株数を
，

　　　　　　　　　　　　　　　　（４７０）



表５　巨額設定老（単位 ：金禄額は千円，十五銀と他株は１株，公債は千円，田畑と山林は町，宅地は千坪）

ｒ小 名

蛆｝
秋元興朝館林
浅野長勲広島
育馬　頼万　久留米

井伊直憲彦根
池田 ．章政岡

池田仲博鳥取
一条　実輝　公　卿

　　久通臼
岩倉　具定　公　卿
人給近道１麻内

小笠原忠枕小倉
大河内信良豊橋
大久保忠一　小田原

加藤泰秋大
亀井盈明津和野

京極高徳九亀
九条　通孝　公　卿

一黒田長成福岡
佐竹　義生　秋　田

酒井　忠輿　姫　路

酒井　　忠道　　小　　浜

榊原政敬高
相良　頼紹　人

桜井忘胤尼崎
稟日ヨ真幸松
二条　実美　公　卿

島津忠亮佐土原
島津　久光　鹿児島

島津　忠義　鹿児島

宗　重正巌原
相馬　順胤　中　村

伊達宗基仙台
鷹司　俘通　公　卿

土屋ｒ直上浦
津軽　承昭　弘　前

戸沢正姜新庄
戸田民友大垣
戸田康泰松
藤堂高潔
徳， ｊｌ１茂承　和歌山

徳川　義礼　名古屋

内藤信任一村上
中川　久成

鍋島直柔蓮地
鍋島直大佐賀
鍋島　直虎　小　城

南部　利恭　盛　岡

二条　基４、公　卿

久松定護杜
細川　護成　熊

堀　　親篤飯

本多忠敬岡崎
堀田正倫佐倉
前田利嗣金
前田利同富
松浦　詮

松平忠礼
糾直亮１牡

松平直徳明
伍：

平某則前橋
松中康荘福井
仏平康民津山
松平　宙和一島

松平　容人１斗　南

　　頼英西条
牧野貞寧笠間
信利　　　た エカ　１徳　　　山

毛利雌！山口
山内豊景１高知

雌辿Ｌ
１ｌｆ

十五 ｉ８８６－９０ １８９１－９６ １８９７－１９０２ １９０３－０７

藩名 金禄 銀行
１９１２年末現在

元株 十五 他株 公 田 山 宅 十五 他株 公債 田 山 宅 十五 他株 公 田 山 宅 十五 他株 公貝 田 山 宅 一十五 他株 公 田 山 宅

福山
１７２ ９９７ １５０ ５２０ Ｏ Ｏ １７ Ｏ Ｏ Ｏ ５ ０ ０ ，１５０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ｌＯ １ ０ Ｏ ，１５０ ０ ５０ ７ ０ １８

篠川 ９３ ５３８ Ｏ Ｏ １ ２４６ ８ Ｏ １２８ ｌＯ ９６ ０ Ｏ ６５０ ｏ １５ ６３ Ｏ ７０ Ｏ ０ ７ Ｏ Ｏ ７２０ Ｏ ４９ ４１０ ３ ９

館林 １６６ ９７６ ９８０ ７１２ ０ ０ Ｏ ４ ２０ ０ ｌＯ ６７ Ｏ ９００ ６８０ ６０ ４５ Ｏ Ｏ Ｏ １８０ ３５ Ｏ ０ ８００ ５５２ ０５ ９９ ０

広島 ６３５ ３． ８６５ ３． ８６５ ２００ ０ ９８ ３２ １３ Ｏ Ｏ ０ ９ Ｏ ３， ８６５ Ｏ ０ ９５ Ｏ ０ ，０００ ０ Ｏ ０ ４． ６８５ ２００ ０ ２０７ ３３ １４

久留米 ３１５ １， ８２９ ２， ０００ ７１２ ０ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ３４ Ｏ２， ３２４ ２． ６９２ ０ ０ Ｏ Ｏ ７３０ ０ ０ Ｏ ０３． ０５４ １００ Ｏ Ｏ ０

彦根
３１５ １， ８２７ ．８２６ ４００ Ｏ Ｏ Ｏ ３ ０ ０ ０ Ｏ ０ ０ ，８２７ ２． １８６ Ｏ ２９ ０ １６ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ，８２７ ５８６ Ｏ ２９ ０ １９

岡山 ４９０ ２， ８４２ ０ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ２， ３００ Ｏ Ｏ ７９ Ｏ １６ ３， ＯＯＯ ３． ＯＯＯ ０ ０ Ｏ Ｏ ３００ ０ ６５ ３
Ｌ

３． ３００ Ｏ ６５ ８２ ２３９ １６

鳥取 ４３０ ２， ４９４ Ｏ Ｏ ０ ０ Ｏ Ｏ
２， ５９４ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ 、５７２ Ｏ Ｏ ０２３５ ０ Ｏ ０ Ｏ ０ Ｏ ，５７２ ０ Ｏ２３５ Ｏ

公卿 ２９ ２７ ２７ ８５０ ｏ Ｏ ４ Ｏ ８２４ Ｏ Ｏ Ｏ ２７ ５０ Ｏ ０ ０ ０ ２７ ８６０ ０ Ｏ Ｏ ５ ２７ ８６０ Ｏ Ｏ Ｏ ５
Ｅ．

ヨ杵 １ＯＯ ５８３ ６１０ ０ Ｏ ０ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ６ ３ Ｏ ０ ６００ ０ Ｏ Ｏ ０ ０ ０ Ｏ ０ ０ （ ６００ ０ ６ Ｏ Ｏ Ｏ

公卿 ６２ ２， ９２９ ２， ２００ ７８０ Ｏ ４０ Ｏ ２ １２０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ５， ０００ Ｏ Ｏ ｏ ０ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ５， ＯＯＯ ３８０ Ｏ ４０ Ｏ ２

麻内 ４４ ２５２ ２５２ １６０ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ５２ ２０６ ０ ４２ Ｏ ２ ０ （ Ｏ ３７ ０ Ｏ ０ Ｏ Ｏ２５９ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０３０２ ０ Ｏ

小倉 ２３７ １， ３７５ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ Ｏ ，４０９ ５８９ ６５ ４ ０ １３ ５１０ ０ Ｏ ２ ０ Ｏ ４００ Ｏ Ｏ ４ Ｏ Ｏ ９１０ ０ ６５ ８ Ｏ １３

豊橋
８９ ５０８ ５２５ ８２ Ｏ ４ Ｏ ５ ０ ０ Ｏ ｏ Ｏ Ｏ ５２５ ４８０ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ０ ０ ０ Ｏ ０ ０ ５２５ ４０ ０ ４ ０ ５

小田原 ２６ ４８５ Ｏ ０ Ｏ ２ Ｏ Ｏ ５００ ３００ ０
Ｌ

６ ８ ，ＯＯＯ． ７００ Ｏ ３０

皿
８ ０ Ｏ １ＯＯ ３ ０

１， ＯＯＯ ０２２５ ２３ ６ ９

大洲
９８ ５７０ ７２０ ４００ ０ 〔 Ｏ ７ ０ Ｏ Ｏ ３ Ｏ Ｏ ８００ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ２４３ ０ ８００ Ｏ Ｏ ９ ２４３ ７

津和野 １２０ ７００ ９００ １２０ ０ ７ ０ ０ Ｏ Ｏ Ｏ
■

Ｏ ０ ９００ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ４ Ｏ ０ ０ Ｏ Ｏ ９４ ３８５ ｏ ７ ０ Ｏ

九亀
１１ ６４４ ６４８ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ２００ ０ Ｏ ２６ ０ ７ ６４８ ２８４ Ｏ Ｏ ６ ０ Ｏ Ｏ ５５ ０ ２ ６４８ Ｏ ０ ８０ ０ ７

公卿 ６ ３５４ ３９９ ３９０ １２ ０ ０ Ｏ Ｏ ３４ ０ Ｏ ０ ０ ３９９ ４００ Ｏ １２ Ｏ ７ ０ Ｏ ０ ０ Ｏ ３９９ ３９０ ９０ Ｉ７ Ｏ ７

福岡 ５１０ ２， ８５８ ３， ３４５ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ４０ １０ ０ ５０ Ｏ ０ ，１００ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ３３７ ，３９８ Ｏ Ｏ ０ ０ ３３７ １， ５４８ ０ ０ ５０

秋田 ３１３ １， ８１８ ２， ０００ Ｏ Ｏ ０ Ｏ （ Ｏ Ｏ ０ ７ ０ Ｏ ．５００ ．０００ Ｏ ２８ ４９ ２ ０ ５００ ０ ｌＯ ０ ０ ．５００ １， ＯＯＯ Ｏ ３０ ４９ ２

姫路
２４３ １， ４０９ ０ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ，４７ ３， ２９４ ９５ ６５ ５０ １２０ ０ Ｏ Ｏ ０ ，５２ ５８５ ９ｂ

■
６５

■

小浜
１４５ ８３８ ９４２ Ｏ ０ ０ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ Ｏ ，２１６ ２， ５００ Ｏ Ｏ Ｏ ５０ ０ ，０１８ Ｏ Ｏ ０ ０ ，２１６ ９１０ Ｏ Ｏ ０ ５０

山局田 １２２ ７６２ ８０４ Ｏ ｛ １４ Ｏ Ｏ ０ ０ ０ Ｏ Ｏ ０ ，０００ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ０ ｛ ０ Ｏ ，ＯＯＯ ０ ０ １４ Ｏ Ｏ

人吉 ６５ ３７７ ３７７ Ｏ Ｏ ４６ ０ ３ Ｏ Ｏ Ｏ ６ Ｏ ０ ３７７ Ｏ ｏ ２ Ｏ ２ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ２ ３７７ Ｏ Ｏ ５７ Ｏ ５

尼崎 ９０ ５６２ ０ ０ ｏ Ｏ Ｏ ０ ３４４ ０ ０
］

Ｏ ３４４ ３１４ ０ Ｏ ０ ０ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ３４４ ０ ３８ ２ ０

松代
１８ １． ０５ Ｏ Ｏ Ｏ 工 Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ Ｏ ，０５ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ６ Ｏ Ｏ ０ ０ ，０５ ０ Ｏ Ｏ ７

公卿 ６５ ３７｛ ７６９ ３５０ ３５ ｏ Ｏ ４ Ｏ Ｏ １８ Ｏ Ｏ Ｏ ６１５ ，０００ １８ Ｏ ０ ０ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ６－９ ｏ ５１

■
０ ４

佐土原 ２０４ １． １８２ ，１８２ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ９９ ｏ ０ ４０ Ｏ １ ６７８ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ６７８ Ｏ Ｏ２２４ Ｏ ｌｏ

鹿児島
１， ３２３ ２． １８５ ２． １８５ Ｏ ０ ０ ６ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ２， ２８５ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ０ ０ ２， １８５ ０ Ｏ ０ ６ ０

鹿児島 ７． ６７３ ７， ６７： ０ Ｏ Ｏ １８ ｏ Ｏ ｏ ０ Ｏ ０ Ｏ ７， ６３７ Ｏ ０ ０ ０ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ７． ６３７ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０

巌原
１２６ ６８７ ０ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ８０ ｏ ｌＯ ２５ Ｏ

■
１６４ ４８０ Ｏ ０ Ｏ ０ ０ Ｏ Ｏ ０ ０ Ｏ １６４ １２５ Ｏ ２５ Ｏ

中村
７６ ４４０ ７１３ ５１０ ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ０３３４ １２ ７Ｌ Ｏ Ｏ ４２ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ９ Ｏ Ｏ ７１３ １９０ Ｏ６２９ １２ ３

仙台
１３４ ９５９ ５２ ３４２ ０ ４２ Ｏ ９ ０ Ｏ Ｏ １　　川 Ｏ Ｏ ５２ ３４２ ０ １６ ４ Ｏ ｏ ６０ Ｏ Ｏ Ｏ ５２ ６（ Ｏ ６０ ４ ９

公卿
１８ ｌ０７ １２８ ７５０ ｏ ｏ ０ Ｏ ４０５ ｌＯ Ｏ Ｏ Ｏ １２８ ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

Ｏ■

Ｏ Ｏ Ｏ ｏ １２８ ９１０ Ｏ ０ Ｏ

上浦
９４ ５４５ 〔 ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ＩＯＯ Ｏ ０ １６ Ｏ Ｏ ５４５ ０ ０ ２ １８ Ｏ ｏ Ｏ ０ Ｏ ｏ Ｏ ５４５ ０ ０ ２ １７ ０

弘前
２４９ １， ４４４ ，４４４ ０ Ｏ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ Ｏ ｏ ．４４４ Ｏ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ０ Ｏ Ｏ ｏ ，４４４ ０ １２ Ｏ ０ （

新庄
７０ ４０８ ４８０ Ｏ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ （ Ｏ Ｏ ０ ０ ５０８ ，０００ ０ Ｏ ０ ０ ｏ Ｏ ０ ０ Ｏ Ｏ ５０８ Ｏ Ｏ ０ ０ ０

大垣
２２９ １． ３２９ ２， ０００ ，Ｏ００ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ２． Ｏ００ Ｏ Ｏ ｏ Ｏ ０ Ｏ ，ＯＯＯ ０ Ｏ （ Ｏ２， ０００ １， ＯＯＯ Ｏ ０ Ｏ Ｏ

松・ 本 １２２ ７０８ ８５０ Ｏ ｏ ２ Ｍ
Ｌ

Ｏ Ｏ ０ ０ Ｏ ０ ８１５ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ０ １２ Ｏ Ｏ Ｏ ８１５ １２ Ｏ ２ Ｍ ２

津 ４１７ ２． ４１７ ２． ４１７ ０ Ｏ Ｏ ｏ Ｏ ｏ ｏ Ｏ Ｏ ０ ０２， ５００ ２， ５００ ２５０ ０ ０ ０ ３７７ ９００ １６５ ０ ｏ Ｏ
２． ８７７ Ｏ ７１４ ０ ｏ （

和歌山 ７０６ ４， ０９５ ４， １７６ ２， １５ ０ Ｏ ０ ４８ Ｏ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ４， Ｉ７６ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ２ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ４． １７６ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ５

名古屋 ７３８ ４， ２８２ ４， ３６６ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ２５０ ０ ２９ ４． ３６６ ４００ ０ ０ ０ ２５０ ３， ６１０ １４０ Ｏ ０ ６４， ６１６ ２５０ ４０ ２３３ ０ ３０

村上
６２ ３６０ Ｏ Ｏ ｏ ｏ ｏ Ｏ ５０７ ５６ Ｏ Ｏ ０ ２ ５２０ ５００ ０ ０ ０ ０ Ｏ Ｏ ２２ Ｏ Ｏ Ｏ ５２｛ ｏ ２２ Ｏ Ｏ Ｏ

岡 １４４ ８３３ ３５０ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ０ ｏ Ｏ Ｏ Ｏ． ５００ Ｏ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ０ ｛ ０ ５００ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ

蓮地
６０ ３６６ Ｏ Ｏ ０ ０ ０ Ｏ ３２５ ７３３ ０ Ｏ Ｏ ０ ３５２ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ２０５ ０ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ５５７ ３３０ ０ Ｏ ｏ ｏ

佐賀
６０： ３， ５（〕 ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ 〔 Ｏ ６． ＯＯＯ Ｏ ０ ｏ ４０ Ｏ ２． ５００ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ０ Ｏ Ｏ ３， ５００ ０ ０ ０ ４０

小城 ８ ４７２ ０ ０ Ｏ Ｏ ０ Ｏ Ｏ ，１３５ Ｏ ０ ０ Ｏ ｏ ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ０ Ｏ ０ Ｏ Ｏ ０ Ｏ
１， １３５ Ｏ Ｏ Ｏ 〔

盛岡
２３８ １，１｛８ ２， ３１０ Ｏ Ｏ ｌＯ Ｏ ３ Ｏ ３， ６｝Ｏ Ｏ ２ ０ ２６ ５４４ Ｏ Ｏ ４ ０ ０ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ５４４ Ｏ ３０ ３６ Ｏ ２８

公卿 ３５ ２０１ ２０９ ６５０ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ２３０ ４ ５ Ｏ ４ ２０９ ４００ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ２０９ ４２５ 〔 ５ Ｏ ４

松山 ３００ １， ７４２ ．７４２ ４１９ Ｏ Ｏ Ｏ ［ Ｏ Ｏ Ｏ ３０ ｏ Ｏ ，７４２ ，９５５ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ０ ｏ ，７４２ ７０ ｏ ３０ Ｏ ５

熊本 ７８２ ４， ５２６ ４， ５２５ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ｏ ｏ ｏ ｏ ０ ０ ０４， ５２６ Ｏ ３０ ｏ Ｏ Ｏ Ｏ
５， ０００ Ｏ Ｏ ｏ Ｏ ４， ５２６ ０６００ （ Ｏ Ｏ

飯田
３０ ２６２ ０ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ４８８ ３３２ Ｏ ７ Ｏ ４ ４８８ ０ Ｏ ０ ０ ０ ０ ｏ Ｏ Ｏ ｏ ４８８ Ｏ 〔 ６ ０ ４

岡崎
７２ ４１９ ４１９ ２４ Ｏ Ｏ Ｏ ３２ Ｏ ０ ０ Ｏ ０ Ｏ ４１９ Ｏ Ｏ Ｏ Ｕ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ Ｏ ４１９ ０ ０ Ｏ Ｏ

２：

佐倉
１７ ９９ ，０００ ３００ ９０ １３ ０ ４ ０ ，０００ ０ Ｏ Ｏ ２ 、ＯＯＯ ，ＯＯＯ

■
Ｏ ０ Ｏ ｏ ０ ｏ ０ Ｏ ，ＯＯＯ Ｏ ９０ １３ Ｏ ４

金沢
１， １９４ ６， ９２９ ７． ０８２ ，８００ １６６ Ｏ ０ Ｏ １６６ ，３０２ １５２ Ｏ Ｏ Ｏ ３， ５００ ７， ４００ ｛ＯＯ Ｏ Ｏ Ｏ ２， ２００ ５， ７６０ ６５ Ｏ Ｏ

■
５， ７００ １． ６００ ７８３ ２ Ｏ

富山
１５７ ９１０ Ｏ ０ ０ Ｏ ０ Ｏ ９１０ １５０ Ｏ ０ ０ Ｏ ９１０ Ｏ Ｏ ０ ０ Ｏ ０ Ｏ Ｏ ｏ Ｏ ｏ ９１０ ０ Ｏ ０ Ｏ Ｏ

平戸
１６５ ９６０ ，１００ Ｏ Ｏ ７９ ２ １３ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ｏ ，５００ ，ＯＯＯ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ０ ０ ０ ２４ ０

止
，５００ Ｏ Ｏ２０３ ２ １３

上二

田 ９ ５３０ ０ ０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ５３０ Ｏ Ｏ Ｏ Ｏ ２
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小笠原忠沈も４５０株，島津忠亮も５０４株，宗重正も５２３株，伊達宗基も４３８株も少

ない株数を設定している。とくに著しく目立 っているのは黒田長成の場合てあ

り， １８８６年には当初の株数２，８５８株よりも４８７株も多い３，３４５株を設定したのに
，

１９０３年には僅かに３３７株しか設定していない。また，鍋島直大は全期間を通じ

て全く設定していない。徳川家達が設定しなかったことについては，前にも書

いた通りである 。

　このように，巨額設定者を取ってみても当初の所有株を越える株数を設定し

ているものと ，設定替え以前には従前の設定株数よりはるかに少ないものを設

定しているもの，また全期間を通じて全く設定しなか ったものというように様

々な状況を見出すことができる 。このことは，第十五銀行株がかなり多く移動

していたことを意味する 。その状況を整理してみると ，次のようにな っている 。

表６　第十五銀行株の移転状況

氏　名 元株 １８９９ 氏　名 元株 １８９９ 氏　名 元株 １８９９ 氏　名 元株 １８９９

島津家
９， ８２２ １１ ，０１６ 黒田長成

２， ８５８ ３３７ 有馬頼万
１， ８２９ ２， ３２４ 伊達宗基 ９５９ １， ０４４

前田家
６， ９２９ ４， １００ 徳川家達

３， ２７４ ４， ０２１ 井伊直憲
１， ８２７ １， ８７５ 吉１１１経健 ８０３ ４０３

毛利家
６， ４２５ ６， ９０１ 岩倉具定 ２， ９２９ ５， １４５ 松平頼聰

１， ７５１ １， ７５１ 三条公美 ３７７ １， ３２０

浅野長勲
３， ６８５ ４， ５００ 山内豊景

３， ８７５ ３， ４２０ 池田政章
２， ８４２ ３， ３３３ 細川護成

４， ５２５ ４， ６２２

鍋島家
３， ５０１ １， ０９８ 戸田氏共

１， ３２９ ２， ０４７ 藤堂高紹 ２， ４１７ ２， ８７７ 池田仲博
２， ４９４ ２， ５９４

徳川茂承
４， ０９５ ５， Ｏ００ 久松定謹

１， ７４２ １， ７９０ 松浦　詮 ９６０ ２， Ｏ００ 松平直亮
１， ８２７ １， ６３２

徳川義礼
４， ２８２ ４， ３９３ 酒井忠道 ３８３ １， ３６７ 松平康荘

１， ６２８ １， ６７１

（註）（１）元株は創設時の所有株であり（ｒ華族会館史」），１８９９年の持株数はｒ時事新報」（前掲）により作成 。

　　（２）前田家は，「官報」によると１８９７年（明治３０）８．１４に３ ，５００株 ，１９０６年２ ．１５に１ ，２００株を，さらに同年

　　　９．２９に１ ，Ｏ００株を設定しており ，この間に解除してはいないから設定数の合計は５，７００株となる 。従 って ，

　　　１８９９年の４，１ＯＯ株はその後にさらに買い足されたものと思われる 。

　これでも分かるように，島津家，浅野家，徳川茂承家，岩倉家，松浦家の集

積は際立 っており ，逆に前田家，鍋島家，黒田家，山内家，吉川家，松平直兄

家の所有株の減少が著しい。とはい っても ，これらの人 々が没落したのではな

い。 それどころか，この人 々は日本銀行や正金銀行 ・勧業銀行 ・興業銀行をは

じめ日本郵船 ・東京海上 ・北海道炭磧汽船とい った巨大銀行 ・会杜の大株主と

なっており ，それらの銀行 ・会杜株を世襲財産として設定しているのてある 。

　日本銀行株の設定者については既に述へたのて，設定株のなかで多い日本郵

船株についてみると ，１８８６年から１８９０年にかけて ，有馬が１００株，鷹司が７５０株
，

　　　　　　　　　　　　　　　　（４７１）
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一条が８５０株，岩倉が３８０株，大久保が２００株，二条が６５０株，松平忠和が２６株
，

三条が３５０株をそれぞれ設定している 。また，１８９１年から９６年にかげては鷹司

が再び１８１株，鍋島直虎が３１０株，一条が１Ｏ株，前田利嗣が８４株，黒田長成が４０

株というように，さらに１８９７年から１９０２年の間には前田利嗣が１ ，４００株，黒田

長成が１ ，１００株，佐竹義生が５００株を，そして日本鉄道や東凧海上が除外される

１９０３年から１９０７年にかげて黒田長成６００株，山内豊景１ ，３４０株，前田利嗣２１２株
，

戸田氏友１ ，ＯＯＯ株，前田利嗣３，８００株，秋元輿朝１６０株，佐竹義生５００株，亀井葱

明２４５株が設定されている 。だから黒田は１ ，７４０株，鷹司は合計９３１株（うち２１株

解除）、一条が８６０株，佐竹義生が１ ，ＯＯＯ株，前田利嗣が２９６株（うち８４株解除）
，

前田利嗣５，２００株ということになる 。表１では，郵船株の全設定数はこれら巨

額設定者の設定数よりもはるかに多いから，他の華族もかなり所有していたこ

とになる 。それらについては，総括表を参照していただきたい 。

　ついでなから ，設定の対象とはな っていないが，第一銀行の大株主にも名を

連ねている華族は多い。例えは，徳川家達は１９０２年の株主名簿によると３，３３３

株， 鍋島直大は２，２２３株，戸田氏友は６６６株，松平康荘は６６７株，前田利嗣は３０６

　　　　　　　　　　　　１）
株というようにな っている 。

　このようにみてくると ，巨額設定者は巨大銀行 ・会杜の大株主とな っており ，

まさに金利生活者として早くから登場していたということができる。その資金

の基礎をなしていたのは，いうまでもなく金禄公債と第十五銀行からの収益で

あっ たとみることができる 。

　さらにいま一つ見落としてならないのは，田畑 ・山林の所有についてである 。

このことに関しては，前に少し触れておいたが，具体的人名を挙げてみると次

のような人 々が表５から取り出せる 。すなわち，毛利元功の４３７町歩余（山口

県都濃郡），青山忠允４１３町歩余（兵庫県多紀郡），徳川義礼２３３町歩余（名古屋市）
，

毛利元徳３７４町歩余（埼玉県足立郡２４町歩余，宮城県名取郡１０８町歩余，福岡県下の９７

町歩余，山口県下４３町歩余），浅野長勲２４０町歩余（広島県下），松平忠和２，１６３町歩

余（長崎県および神奈川県下），池田仲博２３５町歩余（鳥取県下），松平頼英２９９町歩

余（愛媛県下），大給近道３０２町歩余（大分県下），島津忠亮１，１７２町歩余（宮崎県

　　　　　　　　　　　　　　　　　（４７２）
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および神奈川県下），相馬順胤６５０町歩（宮城県と福島県），三浦顕次１０７町歩余（岡

山県真島郡），南部利恭１１５町歩（岩手県下），松平容大１５０町歩（福島県），京極高

徳８０町歩（香川県），相良頼紹５７町歩（熊本県），黒田長成５０町歩（福岡県），池田

章政３２１町歩（岡山県）などが巨額の田畑 ・山林を設定していることが分かる 。

　これらの巨大設定者については，世襲財産として設定していない諸財産とと

もに機会を改めて分析することにするが，設定財産の限りでみても巨額の金禄

公債受給者の殆とか巨額の株所有者であり ，また大土地所有者それも旧領地の

大土地所有者として急速に復活したことは明らかである 。いいかえると ，華族 ，

とりわけ大名華族は大金利生活考としてはかりでなく大地主として ，日本資本

主義の形成 ・発展過程の重要な担い手としての役割を果たしたばかりでなく ，

天皇制国家の階級的基礎の重要な一環を構成していたということができるであ

ろう 。

　［お詫び一本稿は時間と枚数との関係から未完のままで投稿せざるをえなか った 。

戸木田教授に深くお詫びする次第である
。１
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９２ 立命館径済学（第３７巻 ・第４ ・５号）
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華族世襲財産の設定状況について（後藤）
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９４ 立命館経済学（第３７巻 ・第４ ・５号）
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